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公益法人関連事業評価書（委託・推薦等に係る事務・事業）
平成１８年９月

評価対象（事業名） 病院における患者等の食事の提供者認定講習

担当部局・課 主管部局・課 医政局経済課

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 １ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進する

こと

施策目標 １０ 患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの提供を促進す

ること

Ⅰ 患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連

サービスの適切な提供を促進すること

( ) 事業の概要2
事業内容（委託・推薦）

病院が、患者等に提供する給食の調理業務を委託する場合には、委託先が一定の基

準に適合していることが必要であり、当該基準の一つとして、厚生労働大臣が認定し

た「財団法人医療関連サービス振興会指定患者給食受託責任者資格認定講習」を修了

した者等が受託業務の責任者として受託業務を行う場所に置かれていることとしてい

た。

関連公益法人名

（社）日本メディカル給食協会

２．評 価

必要性、効率性、有効性等の分析

改正前の医療法施行規則第９条の１０第１号において、病院における患者等の給食

は、安全で安心な医療関連サービスを提供する観点から非常に重要なものであり、調

理業務の委託先について一定の水準を確保するため 当該委託先の責任者となる者 受、 （

託責任者）が、講習等を受講することにより、衛生管理、栄養管理等の病院給食につ

いて必要な知識及び技術を習得する必要があることとされていた。

また、同講習については、高い公益性が求められるため、本来的には国が行うこと

が望ましいが、これを国が実施するには相当程度の負担が伴い、行政の効率化に反す

ることから、厚生労働大臣が一定の要件を満たす講習を認定することにより、効率的

な運営を図るとともに、質の高い受託責任者を養成するための専門的な講習を実施し

てきたところである。

（整理番号１－２０）
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しかし 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画 （平成１４年３月、 」

２９日閣議決定）において、同講習について、必置資格としての位置付けを撤廃し、

当該推薦を廃止するとされたこと、特定の民間事業者が実施する講習等について国が

推薦等を行うことは、差別化を助長するおそれがあること、また、同講習は受講者が

非常に多く、全国各地で講習の需要が生じていること等を鑑み、同講習について、受

講者に対する資格付与を廃止するとともに、同講習を認定し、国からの推薦を与える

ことを廃止した。

なお、同講習の必置資格としての位置付け及び国からの推薦を廃止する代わりに、

先般、医療法施行規則第９条の１０及び関係通知を改正し、受託責任者が備えるべき

、 、知識及び経験等受託責任者に必要な要件を明確に規定したところであり これにより

引き続き患者等給食業務の委託の水準を確保することとしている。

（受講者数）

平成１４年度：１，７５５人

平成１５年度：１，７４６人

平成１６年度：２，１５９人

平成１７年度：２，２６５人

評価結果（事務・事業の必要性）

講習のより適切な運営を図るため、特定の講習を必置資格として位置付け、推薦す

ることを 平成１７年度限りで廃止したところである。、

３．特記事項

「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画 （平成１４年３月２９日」

閣議決定）において、同講習について、必置資格としての位置付けを撤廃し、当該推

薦を廃止するとされた。

（整理番号１－２０）


